
県観光政策課からのお知らせ 観光庁の指針等

・非常時における訪日外国人旅行者対応マニュアル作成のための指針（令和３年３月策定）

・観光危機管理計画等作成の「手引き」（令和４年３月策定）
➢ 自治体・DMO向け 手引き
➢ 自治体・DMO向け ワークシート
➢ 事業者向け 手引き
➢ 事業者向け ワークシート

・外国人旅行者向け「伝わる表現」用語集

上記の詳細は「観光庁 災害時の対応力強化」で検索☑

（https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/
anzenkakuho/inbound/taioryoku.html）

資料②

・宿泊、観光施設、飲食、交通事業者向けの「観光BCP作成ガイド」（日本観光振興協会策定）

※危機対応のうち、事業継続と危機後の事業回復が中心

（https://www.nihon-kankou.or.jp/home/1726188995/）
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終わりに

セミナー受講後のアンケートにご協力をお願いします。

※各組織の参加者代表者様がご回答ください。
令和７年１２月２日（火）１７時締切

以上となります。本日はお疲れ様でした。

https://forms.office.com/r/NjRMkw8eZW
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